
 
 
 
 
２０２６／０２／２０　１５：５９　現在の情報です。 
　 
　東京都千代田区麹町五丁目１番地１ 
　芙蓉総合リース株式会社 
 
┏━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 
┃会社法人等番号　│　０１００－０１－０２８６８９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃商　号　　　　　│　芙蓉総合リース株式会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┠────────┼───────────────────────┬─────────────┨ 
┃本　店　　　　　│　東京都千代田区神田三崎町三丁目３番２３号　　│平成３０年　１月　１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３０年　１月　４日修正┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都千代田区麹町五丁目１番地１　　　　　　│令和　２年　６月　１日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　６月　１日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃電子提供措置に関│　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参　│令和　４年　９月　１日設定┃ 
┃する規定　　　　│　考書類等の内容である情報について、電子提供　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　措置をとるものとする。　　　　　　　　　　　│令和　４年　９月　５日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃公告をする方法　│　電子公告とする。　　　　　　　　　　　　　　│平成１９年　６月２６日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｇｌ．ｃｏ．ｊｐ／　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　ＩＲ／ｋｏｕｋｏｋｕ／ｋｏｕｋｏｋｕ．ａｓ　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　ｐ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　ただし、事故その他やむを得ない事由によって　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　電子公告による公告をすることができない場合　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　は、日本経済新聞に掲載して行なう。　　　　　│平成１９年　７月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　電子公告とする。　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年　４月２８日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｆｇｌ．ｃｏ．ｊｐ　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　／ｉｒ／ｋｏｕｋｏｋｕ．ｈｔｍｌ　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　ただし、事故その他やむを得ない事由によって　│　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　電子公告による公告をすることができない場合　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　は、日本経済新聞に掲載して行なう。　　　　　│令和　７年　２月１９日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃会社成立の年月日│　昭和４４年５月１日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃目　的　　　　　│　　１．下記の物件および権利のリース業　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）機械・器具・工具類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　工作機械および工具類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　鉱山・選鉱機械、建設土木機械、荷役・運搬機器　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　化学機械および装置、冷凍機、繊維機械　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　林業・水産用機械、その他の産業機械　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　精密機器、計測機器、光学機器　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　事務用機械器具　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　電気・電子機器および装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　自動車、鉄道車輌、船舶、航空機、その他の輸送機械　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　通信機器、医療保健用機器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　商業店舗用設備機器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　洗車場等のサービス施設用設備機器　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）不動産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）商標権、特許権、実用新案権、意匠権等の無体財産権　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２．前号に掲げた物件および権利の売買、割賦販売および輸出入業務　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３．古物営業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　４．金融業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　５．不動産の仲介、鑑定および管理業務　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　６．発電事業および電力をはじめとするエネルギーの供給、売買等に関する　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　事業ならびに環境・エネルギー分野における商品・サービスの提供に関　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　する事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　７．企業経営等に関するコンサルティング業務　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　８．他の事業者に係る管理業務・情報処理業務等のアウトソーシング受託業　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　務および支援業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　９．第二種金融商品取引業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１０．金銭清算事務および集金代行業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１１．生命保険の募集に関する業務および損害保険代理業　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　１２．前各号に付帯または関連する一切の業務　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　６月２３日変更　　令和　２年　７月　６日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃単元株式数　　　│　１００株　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１５年　７月２５日設定┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１５年　７月２５日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 



┃発行可能株式総数│　１億株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１５年　７月２５日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１５年　７月２５日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　３億株　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　４月　１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　４月　１日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃発行済株式の総数│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│平成１６年１２月２７日変更┃ 
┃並びに種類及び数│　　　３０２８万７８１０株　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１６年１２月２８日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　４月　１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　９０８６万３４３０株　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　４月　１日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┼─────────────┨ 
┃資本金の額　　　│　金１０５億３２１６万３４００円　　　　　　　│平成１６年１２月２７日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１６年１２月２８日登記┃ 
┠────────┼───────────────────────┴─────────────┨ 
┃株主名簿管理人の│　東京都千代田区丸の内一丁目３番３号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃氏名又は名称及び│　みずほ信託銀行株式会社　本店　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃住所並びに営業所│　　　　　　　　　令和　３年１１月２２日変更　　令和　３年１１月２２日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃役員に関する事項│　取締役　　　　　細　井　聡　一　　　　　　　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　細　井　聡　一　　　　　　　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　３月３１日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　　田　泰　徳　　　　　　　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　　田　泰　徳　　　　　　　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　　田　泰　徳　　　　　　　│令和　６年　６月２１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　　田　泰　徳　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　一　色　誠　一　　　　　　　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　一　色　誠　一　　　　　　　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　一　色　誠　一　　　　　　　│令和　６年　６月２１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　６月２４日退任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　市　川　秀　夫　　　　　　　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　市　川　秀　夫　　　　　　　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　市　川　秀　夫　　　　　　　│令和　６年　６月２１日重任┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　市　川　秀　夫　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　山　村　雅　之　　　　　　　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　山　村　雅　之　　　　　　　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　山　村　雅　之　　　　　　　│令和　６年　６月２１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　山　村　雅　之　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　髙　田　桂　治　　　　　　　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　髙　田　桂　治　　　　　　　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　髙　田　桂　治　　　　　　　│令和　６年　６月２１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　髙　田　桂　治　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　織　田　寛　明　　　　　　　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　織　田　寛　明　　　　　　　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　織　田　寛　明　　　　　　　│令和　６年　６月２１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　織　田　寛　明　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　松　本　博　子　　　　　　　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　松　本　博　子　　　　　　　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　松　本　博　子　　　　　　　│令和　６年　６月２１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　松　本　博　子　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　岸　田　勇　輔　　　　　　　│令和　４年　６月２３日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　岸　田　勇　輔　　　　　　　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　岸　田　勇　輔　　　　　　　│令和　６年　６月２１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　岸　田　勇　輔　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　高　　橋　　博　　　　　　　│令和　６年　６月２１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　高　　橋　　博　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　取締役　　　　　益　　一　　哉　　　　　　　│令和　７年　６月２４日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都世田谷区北烏山一丁目３０番１４号　　　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　織　田　寛　明　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都世田谷区北烏山一丁目３０番１４号　　　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　織　田　寛　明　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都世田谷区北烏山一丁目３０番１４号　　　│令和　６年　６月２１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　織　田　寛　明　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都世田谷区　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　織　田　寛　明　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　横浜市戸塚区品濃町５３６番地４中央街区Ｂ棟　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　１４０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　細　井　聡　一　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　横浜市戸塚区品濃町５３６番地４中央街区Ｂ棟　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　１４０９号　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　細　井　聡　一　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　３月３１日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都世田谷区深沢三丁目２７番１７－３１５　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　髙　田　桂　治　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都世田谷区深沢三丁目２７番１７－３１５　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　髙　田　桂　治　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都世田谷区深沢三丁目２７番１７－３１５　│令和　６年　６月２１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　髙　田　桂　治　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都世田谷区　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　髙　田　桂　治　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都渋谷区神宮前六丁目３３番９号パークハ　│令和　６年　４月　１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　ウス神宮前４０５　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　岸　田　勇　輔　　　　　　　│令和　６年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都渋谷区神宮前六丁目３３番９号パークハ　│令和　６年　６月２１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　ウス神宮前４０５　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　岸　田　勇　輔　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　東京都渋谷区　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　代表取締役　　　岸　田　勇　輔　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 



┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　鶴　田　義　人　　　　　　　│令和　２年　６月２３日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　２年　７月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　６月２１日退任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　米　　川　　孝　　　　　　　│令和　３年　６月２３日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　（社外監査役）　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　７月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　６月２４日退任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　井　　本　　裕　　　　　　　│令和　３年　６月２３日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　（社外監査役）　　　　　　　　　　　　　　　│令和　３年　７月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　井　　本　　裕　　　　　　　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　（社外監査役）　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　中　村　雅　春　　　　　　　│令和　４年　６月２３日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年１１月　８日辞任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年１１月　８日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　森　川　仁　人　　　　　　　│令和　６年　６月２１日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　岡　崎　友　彦　　　　　　　│令和　７年　６月２４日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　監査役　　　　　大　久　保　英　明　　　　　│令和　７年　６月２４日就任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　（社外監査役）　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　会計監査人　　　ＥＹ新日本有限責任監査法人　│令和　４年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　４年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　会計監査人　　　ＥＹ新日本有限責任監査法人　│令和　５年　６月２３日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　５年　７月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　会計監査人　　　ＥＹ新日本有限責任監査法人　│令和　６年　６月２１日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　６年　７月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　会計監査人　　　ＥＹ新日本有限責任監査法人　│令和　７年　６月２４日重任┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　７月　４日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃非業務執行取締役│　当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等　┃ 
┃等の会社に対する│　であるものを除く）との間で、法令の定める限度まで取締役の責任を限定する　┃ 
┃責任の制限に関す│　契約を締結することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃る規定　　　　　│　当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、監査役との間で、法令の定　┃ 
┃　　　　　　　　│　める限度まで監査役の責任を限定する契約を締結することができる。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　当会社は、会社法第４２７条第１項の規定により、会計監査人との間で、法令　┃ 
┃　　　　　　　　│　の定める限度まで会計監査人の責任を限定する契約を締結することができる。　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　６月２４日変更　　平成２７年　７月　６日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃支　店　　　　　│　１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２１年　２月２３日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　大阪市中央区高麗橋四丁目４番９号　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２１年　２月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２２年　３月１５日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　名古屋市中区錦二丁目２番２号　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２２年　３月２３日登記┃ 



┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　９月　２日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　福岡市中央区天神二丁目１４番１３号　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　１年　９月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　５月１９日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　福岡市中央区天神二丁目８番４９号　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　５月２１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　広島市中区立町１番２０号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　３月　３日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　広島県広島市中区袋町４番２５号　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│令和　７年　３月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２２年　８月　２日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　仙台市青葉区中央一丁目６番３５号　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２２年　８月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　札幌市中央区北三条西三丁目１番４４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　横浜市神奈川区鶴屋町三丁目３２番地の１３　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┬─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２３年　８月２９日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　東京都台東区上野三丁目１６番５号　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２３年　９月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　１３　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１７年　４月　１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　静岡市葵区御幸町５番地９　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１７年　４月　７日修正┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　１８　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２５年　２月２３日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　群馬県高崎市八島町２６５番地　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２５年　２月２７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　２４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２１年１１月　１日変更┃ 
┃　　　　　　　　│　石川県金沢市上堤町１番１２号　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２１年１１月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　２５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１３年　７月　２日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　兵庫県神戸市中央区江戸町９５番地　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１３年　７月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　２９　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１４年　７月２９日移転┃ 
┃　　　　　　　　│　京都府京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町２　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　０番地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成１４年　８月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┼─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　３５　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３１年　４月　１日設置┃ 
┃　　　　　　　　│　岡山市北区本町６番３６号　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成３１年　４月　１日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃新株予約権　　　│芙蓉総合リース株式会社第２回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　８４６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　７２９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２１年１２月１５日変更　　平成２１年１２月１６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　６８５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２３年　５月３１日変更　　平成２３年　６月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　６３８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２４年　４月３０日変更　　平成２４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　５９９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２４年　９月３０日変更　　平成２４年１０月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　５９３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２４年１２月３１日変更　　平成２５年　１月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　５６１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２５年　３月３１日変更　　平成２５年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　５１７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２５年　４月３０日変更　　平成２５年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４９５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２６年　３月３１日変更　　平成２６年　４月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３６０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　４月３０日変更　　平成２７年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３４２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　６月３０日変更　　平成２７年　７月　６日登記┃ 



┃　　　　　　　　│　　３１３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　７月３１日変更　　平成２７年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２９３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　８月３１日変更　　平成２７年　９月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２５４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　９月３０日変更　　平成２７年１０月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２３６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　２月２９日変更　　平成２８年　３月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２３０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年１２月３１日変更　　平成２９年　１月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２１２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　４月３０日変更　　平成２９年　５月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１７４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　７月３１日変更　　平成２９年　８月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１５４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年１１月３０日変更　　平成２９年１２月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１３６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１２４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年１１月３０日変更　　平成３０年１２月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１０４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　８６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　６８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　４月３０日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　８万４６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　７万２９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２１年１２月１５日変更　　平成２１年１２月１６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　６万８５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２３年　５月３１日変更　　平成２３年　６月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　６万３８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２４年　４月３０日変更　　平成２４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万９９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２４年　９月３０日変更　　平成２４年１０月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万９３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 



┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２４年１２月３１日変更　　平成２５年　１月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万６１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２５年　３月３１日変更　　平成２５年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万１７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２５年　４月３０日変更　　平成２５年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万９５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２６年　３月３１日変更　　平成２６年　４月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万６０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　４月３０日変更　　平成２７年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万４２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　６月３０日変更　　平成２７年　７月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万１３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　７月３１日変更　　平成２７年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万９３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 



┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　８月３１日変更　　平成２７年　９月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万５４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　９月３０日変更　　平成２７年１０月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万３６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　２月２９日変更　　平成２８年　３月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万３０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年１２月３１日変更　　平成２９年　１月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万１２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　４月３０日変更　　平成２９年　５月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万７４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　７月３１日変更　　平成２９年　８月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万５４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年１１月３０日変更　　平成２９年１２月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万３６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万２４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年１１月３０日変更　　平成３０年１２月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　８６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　６８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　４月３０日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の払込金額は、次の①の算式（ブラック・ショールズ・モデル）┃ 
┃　　　　　　　　│　　により、次の②の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①算式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ＝ＳｅＮ（）－ｅＸＮ（）　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式中のおよびは次のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　１ｎ─＋ｒ－λ＋─ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｘ　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　──────────────　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　－σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②上記算式の記号の趣旨等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．１株当たりのオプション価格（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．株価（Ｓ）：平成２１年１０月１４日の東京証券取引所における当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は翌取引日の基準値段）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．行使価格（Ｘ）：１円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．予想残存期間（ｔ）：４年３ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．ボラティリティ（σ）：４年３ヶ月間（平成１７年７月１５日から平　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　成２１年１０月１４日）の各取引日における当社普通株式の普通取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の終値に基づき算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ヘ．無リスクの利子率（ｒ）：残存年数が予想残存期間に近似する国債の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　利子率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ト．配当利回り（λ）：直近事業年度の配当実績に基づき算出　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　チ．標準正規分布の累積分布関数（Ｎ（・））　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　平成２１年１０月１５日から平成５１年１０月１４日まで（以下、「行使可　┃ 
┃　　　　　　　　│　　能期間」という）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、監査　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の１年後応当日か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ら５年間（以下、「権利行使可能期間」という）が経過するまでの間に限　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　り、新株予約権を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②新株予約権に関して第三者に対する譲渡、質入れその他の処分は、当社取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会の承認がある場合を除き、これを認めない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　合、割当契約に従い別途合意するところに従い、相続人において新株予約　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　権を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなったこと等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　により権利を行使し得なくなった場合または権利を放棄した場合、取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合）、取締役会が別途定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　る日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　認の議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いての定めを設ける定款の変更承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２１年１０月１５日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２１年１０月２１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　令和５年５月３１日新株予約権全部行使　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│芙蓉総合リース株式会社第３回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　６１３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　５９８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２４年　４月３０日変更　　平成２４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　５６９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２４年　９月３０日変更　　平成２４年１０月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　５４５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２５年　３月３１日変更　　平成２５年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　５１２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２５年　４月３０日変更　　平成２５年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４９２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２６年　１月３１日変更　　平成２６年　２月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４０４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　４月３０日変更　　平成２７年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３８１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　７月３１日変更　　平成２７年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３５２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　９月３０日変更　　平成２７年１０月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３３８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　１月３１日変更　　平成２８年　２月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３２４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　２月２９日変更　　平成２８年　３月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３１４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年１１月３０日変更　　平成２８年１２月　８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年１２月３１日変更　　平成２９年　１月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２９０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　１月３１日変更　　平成２９年　２月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２７６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　３月３１日変更　　平成２９年　４月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２６２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　４月３０日変更　　平成２９年　５月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２３４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　７月３１日変更　　平成２９年　８月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２２０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２１２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年１１月３０日変更　　平成３０年１２月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１９８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３１年　４月３０日変更　　令和　１年　５月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１８３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１６３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年１１月３０日変更　　令和　１年１２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１４９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１３５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　３月３１日変更　　令和　４年　４月　１日登記┃ 



┃　　　　　　　　│　　１２１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　４月３０日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　６万１３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万９８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２４年　４月３０日変更　　平成２４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万６９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２４年　９月３０日変更　　平成２４年１０月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万４５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２５年　３月３１日変更　　平成２５年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万１２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２５年　４月３０日変更　　平成２５年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万９２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２６年　１月３１日変更　　平成２６年　２月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　４月３０日変更　　平成２７年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万８１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 



┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　７月３１日変更　　平成２７年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万５２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　９月３０日変更　　平成２７年１０月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万３８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　１月３１日変更　　平成２８年　２月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万２４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　２月２９日変更　　平成２８年　３月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万１４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年１１月３０日変更　　平成２８年１２月　８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年１２月３１日変更　　平成２９年　１月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万９０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　１月３１日変更　　平成２９年　２月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万７６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　３月３１日変更　　平成２９年　４月１３日登記┃ 



┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万６２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　４月３０日変更　　平成２９年　５月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万３４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　７月３１日変更　　平成２９年　８月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万１２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年１１月３０日変更　　平成３０年１２月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万９８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３１年　４月３０日変更　　令和　１年　５月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万８３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万６３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年１１月３０日変更　　令和　１年１２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万４９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 



┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万３５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　３月３１日変更　　令和　４年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万２１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　４月３０日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社普通株式　３３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の払込金額は、次の①の算式（ブラック・ショールズ・モデル）┃ 
┃　　　　　　　　│　　により、次の②の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①算式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ＝ＳｅＮ（）－ｅＸＮ（）　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式中のおよびは次のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　１ｎ─＋ｒ－λ＋─ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｘ　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　──────────────　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　－σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②上記算式の記号の趣旨等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．１株当たりのオプション価格（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．株価（Ｓ）：平成２２年１０月１４日の東京証券取引所における当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は翌取引日の基準値段）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．行使価格（Ｘ）：１円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．予想残存期間（ｔ）：４年３ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．ボラティリティ（σ）：４年３ヶ月間（平成１８年７月１５日から平　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　成２２年１０月１４日）の各取引日における当社普通株式の普通取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の終値に基づき算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ヘ．無リスクの利子率（ｒ）：残存年数が予想残存期間に近似する国債の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　利子率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ト．配当利回り（λ）：直近事業年度の配当実績に基づき算出　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　チ．標準正規分布の累積分布関数（Ｎ（・））　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　平成２２年１０月１５日から平成５２年１０月１４日まで（以下、「行使可　┃ 
┃　　　　　　　　│　　能期間」という）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、監査　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の１年後応当日か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ら５年間（以下、「権利行使可能期間」という）が経過するまでの間に限　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　り、新株予約権を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②新株予約権に関して第三者に対する譲渡、質入れその他の処分は、当社取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会の承認がある場合を除き、これを認めない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　合、割当契約に従い別途合意するところに従い、相続人において新株予約　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　権を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなったこと等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　により権利を行使し得なくなった場合または権利を放棄した場合、取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合）、取締役会が別途定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　る日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　認の議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いての定めを設ける定款の変更承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２２年１０月１５日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２２年１０月２１日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　令和５年７月３１日新株予約権全部行使　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　５年　８月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│芙蓉総合リース株式会社第４回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　５４８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　５１８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２５年　４月３０日変更　　平成２５年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４３８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　４月３０日変更　　平成２７年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４２６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　７月３１日変更　　平成２７年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　９月３０日変更　　平成２７年１０月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３７４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　２月２９日変更　　平成２８年　３月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３６２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年１２月３１日変更　　平成２９年　１月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３３６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　８月３１日変更　　平成２９年　９月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３２６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　９月３０日変更　　平成２９年１０月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３１４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年１２月３１日変更　　平成３０年　１月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２９８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　１月３１日変更　　平成３０年　２月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２８６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　３月３１日変更　　平成３０年　４月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２６０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２４８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　８月３１日変更　　平成３０年　９月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２２２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１９８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　１月３１日変更　　令和　３年　２月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１８６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１７４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　４月３０日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１６２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　９月３０日変更　　令和　４年１０月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１５０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　４月３０日変更　　令和　５年　５月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　７０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　７月３１日変更　　令和　５年　８月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万４８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万１８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２５年　４月３０日変更　　平成２５年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万３８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　４月３０日変更　　平成２７年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万２６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　７月３１日変更　　平成２７年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　９月３０日変更　　平成２７年１０月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万７４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　２月２９日変更　　平成２８年　３月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万６２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年１２月３１日変更　　平成２９年　１月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万３６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　８月３１日変更　　平成２９年　９月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万２６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 



┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　９月３０日変更　　平成２９年１０月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万１４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年１２月３１日変更　　平成３０年　１月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万９８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　１月３１日変更　　平成３０年　２月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万８６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　３月３１日変更　　平成３０年　４月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万６０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万４８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　８月３１日変更　　平成３０年　９月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万９８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　１月３１日変更　　令和　３年　２月１０日登記┃ 



┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万８６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万７４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　４月３０日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万６２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　９月３０日変更　　令和　４年１０月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万５０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　４月３０日変更　　令和　５年　５月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社普通株式　７０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　当社普通株式　２６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　７月３１日変更　　令和　５年　８月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の払込金額は、次の①の算式（ブラック・ショールズ・モデル）┃ 
┃　　　　　　　　│　　により、次の②の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①算式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ＝ＳｅＮ（）－ｅＸＮ（）　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式中のおよびは次のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　１ｎ─＋ｒ－λ＋─ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｘ　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　──────────────　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　－σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②上記算式の記号の趣旨等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．１株当たりのオプション価格（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．株価（Ｓ）：平成２３年１０月１３日の東京証券取引所における当社　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は翌取引日の基準値段）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．行使価格（Ｘ）：１円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．予想残存期間（ｔ）：４年３ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．ボラティリティ（σ）：４年３ヶ月間（平成１９年７月１４日から平　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　成２３年１０月１３日）の各取引日における当社普通株式の普通取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の終値に基づき算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ヘ．無リスクの利子率（ｒ）：残存年数が予想残存期間に近似する国債の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　利子率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ト．配当利回り（λ）：直近事業年度の配当実績に基づき算出　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　チ．標準正規分布の累積分布関数（Ｎ（・））　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　平成２３年１０月１４日から平成５３年１０月１３日まで（以下、「行使可　┃ 
┃　　　　　　　　│　　能期間」という）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、監査　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の１年後応当日か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ら５年間（以下、「権利行使可能期間」という）が経過するまでの間に限　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　り、新株予約権を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②新株予約権に関して第三者に対する譲渡、質入れその他の処分は、当社取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会の承認がある場合を除き、これを認めない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　合、以下の全ての条件に従い、相続人において新株予約権を行使すること　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（１）本新株予約権を単独の相続人が相続すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（２）本新株予約権を単独の相続人が行使すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　（３）相続の開始日から１年以内に本新株予約権を行使すること。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなったこと等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　により権利を行使し得なくなった場合または権利を放棄した場合、取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合）、取締役会が別途定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　る日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　認の議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いての定めを設ける定款の変更承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２３年１０月１４日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２３年１０月２４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　令和６年９月３０日新株予約権全部行使　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│芙蓉総合リース株式会社第５回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　７３０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　６２９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　４月３０日変更　　平成２７年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　６１３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　７月３１日変更　　平成２７年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　５７６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　４月３０日変更　　平成２８年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　５６０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　１月３１日変更　　平成２９年　２月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　５２８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　５月３１日変更　　平成２９年　６月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４９５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　８月３１日変更　　平成２９年　９月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４８３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　１月３１日変更　　平成３０年　２月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４６３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　２月２８日変更　　平成３０年　３月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４３１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 



┃　　　　　　　　│　　４１５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　９月３０日変更　　平成３０年１０月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３８２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３６６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　１月３１日変更　　令和　２年　２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３５０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　２月２９日変更　　令和　２年　３月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３３４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　３月３１日変更　　令和　２年　４月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３１８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　７月３１日変更　　令和　２年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３０２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　３１８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により回復　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　３３４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により回復　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３０１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　６月２６日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２８５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　７月３１日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２６９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２３７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２２１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　９月３０日変更　　令和　４年１０月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１２０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１０２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　７月３１日変更　　令和　５年　８月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　９７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年１２月３１日変更　　令和　６年　１月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　８１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　２月２９日変更　　令和　６年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　７月３１日変更　　令和　６年　８月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　７万３０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　６万２９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　４月３０日変更　　平成２７年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　６万１３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　７月３１日変更　　平成２７年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万７６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 



┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　４月３０日変更　　平成２８年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万６０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　１月３１日変更　　平成２９年　２月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　５万２８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　５月３１日変更　　平成２９年　６月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万９５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　８月３１日変更　　平成２９年　９月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万８３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　１月３１日変更　　平成３０年　２月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万６３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　２月２８日変更　　平成３０年　３月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万３１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万１５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 



┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　９月３０日変更　　平成３０年１０月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万８２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万６６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　１月３１日変更　　令和　２年　２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万５０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　２月２９日変更　　令和　２年　３月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万３４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　３月３１日変更　　令和　２年　４月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万１８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　７月３１日変更　　令和　２年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万１８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により回復　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 



┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万３４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により回復　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　６月２６日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万８５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　７月３１日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万６９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万３７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　９月３０日変更　　令和　４年１０月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万２０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　７月３１日変更　　令和　５年　８月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　９７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年１２月３１日変更　　令和　６年　１月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　８１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　２月２９日変更　　令和　６年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　７月３１日変更　　令和　６年　８月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月　１日変更　　令和　７年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の払込金額は、次の①の算式（ブラック・ショールズ・モデル）┃ 
┃　　　　　　　　│　　により、次の②の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①算式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ＝ＳｅＮ（）－ｅＸＮ（）　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式中のおよびは次のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　１ｎ─＋ｒ－λ＋─ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｘ　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　──────────────　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　－σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②上記算式の記号の趣旨等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．１株当たりのオプション価格（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．株価（Ｓ）：平成２４年１０月１５日の東京証券取引所における当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は翌取引日の基準値段）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．行使価格（Ｘ）：１円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．予想残存期間（ｔ）：４年３ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．ボラティリティ（σ）：４年３ヶ月間（平成２０年７月１６日から平　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　成２４年１０月１５日）の各取引日における当社普通株式の普通取引　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の終値に基づき算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　ヘ．無リスクの利子率（ｒ）：残存年数が予想残存期間に近似する国債の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　利子率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ト．配当利回り（λ）：直近事業年度の配当実績に基づき算出　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　チ．標準正規分布の累積分布関数（Ｎ（・））　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　平成２４年１０月１６日から平成５４年１０月１５日まで（以下、「行使可　┃ 
┃　　　　　　　　│　　能期間」という）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、監査　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の１年後応当日か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ら５年間（以下、「権利行使可能期間」という）が経過するまでの間に限　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　り、新株予約権を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②新株予約権に関して第三者に対する譲渡、質入れその他の処分は、当社取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会の承認がある場合を除き、これを認めない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　合、以下の全ての条件を充足すれば、相続人において新株予約権を行使す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．本新株予約権を単独の相続人が相続すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．本新株予約権を単独の相続人が行使すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．相続の開始日から１年以内に本新株予約権を行使すること。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなったこと等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　により権利を行使し得なくなった場合または権利を放棄した場合、取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合）、取締役会が別途定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　る日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　認の議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いての定めを設ける定款の変更承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２４年１０月１６日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２４年１０月２４日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　令和７年１２月３１日新株予約権全部行使　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　８年　１月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　├─────────────────────────────────────┨ 
┃　　　　　　　　│芙蓉総合リース株式会社第６回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　４２０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３６５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　４月３０日変更　　平成２７年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３５７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　７月３１日変更　　平成２７年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３３７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　４月３０日変更　　平成２８年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３１９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　８月３１日変更　　平成２９年　９月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３１１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　２月２８日変更　　平成３０年　３月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２９４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２７７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年１２月３１日変更　　平成３１年　１月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２６０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３１年　１月３１日変更　　平成３１年　２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２５２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３１年　２月２８日変更　　平成３１年　３月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２４４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３１年　４月３０日変更　　令和　１年　５月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２２６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２１８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　８月３１日変更　　令和　１年　９月　９日登記┃ 



┃　　　　　　　　│　　２１０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年１１月３０日変更　　令和　１年１２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２０２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　７月３１日変更　　令和　２年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１９４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１８６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年１２月３１日変更　　令和　４年　１月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　１９４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により回復　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　２０２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により回復　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　２１０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により回復　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１９２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　６月２６日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１８４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　７月３１日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１７６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１６８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年１２月３１日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１５１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１２６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　９月３０日変更　　令和　４年１０月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１１８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　４月３０日変更　　令和　５年　５月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　６３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　４６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　４月３０日変更　　令和　６年　５月　８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　８月３１日変更　　令和　７年　９月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４万２０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万６５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　４月３０日変更　　平成２７年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万５７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２７年　７月３１日変更　　平成２７年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万３７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　４月３０日変更　　平成２８年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万１９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２９年　８月３１日変更　　平成２９年　９月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万１１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　２月２８日変更　　平成３０年　３月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万９４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万７７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年１２月３１日変更　　平成３１年　１月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万６０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３１年　１月３１日変更　　平成３１年　２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万５２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３１年　２月２８日変更　　平成３１年　３月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万４４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３１年　４月３０日変更　　令和　１年　５月１３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万１８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　８月３１日変更　　令和　１年　９月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万１０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年１１月３０日変更　　令和　１年１２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　７月３１日変更　　令和　２年　８月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万９４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万８６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年１２月３１日変更　　令和　４年　１月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万９４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により回復　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により回復　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万１０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　４年　５月１０日抹消┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　により回復　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万９２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　６月２６日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万８４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　７月３１日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万７６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万６８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年１２月３１日変更　　令和　４年　５月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万５１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万２６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 



┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　９月３０日変更　　令和　４年１０月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万１８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　４月３０日変更　　令和　５年　５月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　６３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　４６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　４月３０日変更　　令和　６年　５月　８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　８４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月　１日変更　　令和　７年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　８月３１日変更　　令和　７年　９月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の払込金額は、次の①の算式（ブラック・ショールズ・モデル）┃ 
┃　　　　　　　　│　　により、次の②の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①算式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ＝ＳｅＮ（）－ｅＸＮ（）　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式中のおよびは次のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　１ｎ─＋ｒ－λ＋─ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｘ　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　＝　──────────────　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　－σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②上記算式の記号の趣旨等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．１株当たりのオプション価格（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．株価（Ｓ）：平成２５年１０月１１日の東京証券取引所における当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は翌取引日の基準値段）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．行使価格（Ｘ）：１円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．予想残存期間（ｔ）：４年３ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．ボラティリティ（σ）：４年３ヶ月間（平成２１年７月１２日から平　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　成２５年１０月１１日まで）の各取引日における当社普通株式の普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取引の終値に基づき算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ヘ．無リスクの利子率（ｒ）：残存年数が予想残存期間に近似する国債の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　利子率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ト．配当利回り（λ）：直近事業年度の配当実績に基づき算出　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　チ．標準正規分布の累積分布関数（Ｎ（・））　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　平成２５年１０月１５日から平成５５年１０月１４日まで（以下、「行使可　┃ 
┃　　　　　　　　│　　能期間」という）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、監査　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の１年後応当日か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ら５年間（以下、「権利行使可能期間」という）が経過するまでの間に限　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　り、新株予約権を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②新株予約権に関して第三者に対する譲渡、質入れその他の処分は、当社取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会の承認がある場合を除き、これを認めない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　合、以下の全ての条件を充足すれば、相続人において新株予約権を行使す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．本新株予約権を単独の相続人が相続すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．本新株予約権を単独の相続人が行使すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．相続の開始日から１年以内に本新株予約権を行使すること。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなったこと等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　により権利を行使し得なくなった場合または権利を放棄した場合、取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合）、取締役会が別途定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　る日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　認の議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いての定めを設ける定款の変更承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２５年１０月１５日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２５年１０月２３日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│芙蓉総合リース株式会社第７回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３５５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３３５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　４月３０日変更　　平成２８年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３１８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３１年　１月３１日変更　　平成３１年　２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２８２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２７４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　３月３１日変更　　令和　２年　４月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２６６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年１１月３０日変更　　令和　２年１２月　８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２５８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　１月３１日変更　　令和　３年　２月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２４１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２３３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　７月３１日変更　　令和　３年　８月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２２５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　１月３１日変更　　令和　４年　２月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２０８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　２月２８日変更　　令和　５年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１９２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　３月３１日変更　　令和　５年　４月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１３８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１２１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　１月３１日変更　　令和　６年　２月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１１３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　２月２９日変更　　令和　６年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　９５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　７８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　３月３１日変更　　令和　７年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　６０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月３０日変更　　令和　７年　５月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万５５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万３５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成２８年　４月３０日変更　　平成２８年　５月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万１８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３１年　１月３１日変更　　平成３１年　２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万８２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万７４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 



┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　３月３１日変更　　令和　２年　４月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万６６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年１１月３０日変更　　令和　２年１２月　８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万５８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　１月３１日変更　　令和　３年　２月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万４１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万３３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　７月３１日変更　　令和　３年　８月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　１月３１日変更　　令和　４年　２月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　２月２８日変更　　令和　５年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万９２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 



┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　３月３１日変更　　令和　５年　４月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万３８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万２１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　１月３１日変更　　令和　６年　２月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万１３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　２月２９日変更　　令和　６年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　９５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　７８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　３月３１日変更　　令和　７年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万３４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月　１日変更　　令和　７年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万８０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 



┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月３０日変更　　令和　７年　５月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の払込金額は、次の①の算式（ブラック・ショールズ・モデル）┃ 
┃　　　　　　　　│　　により、次の②の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①算式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ＝ＳｅＮ（）－ｅＸＮ（）　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式中のおよびは次のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　１ｎ─＋ｒ－λ＋─ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｘ　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　──────────────　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　－σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②上記算式の記号の趣旨等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．１株当たりのオプション価格（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．株価（Ｓ）：平成２６年１０月１４日の東京証券取引所における当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は翌取引日の基準値段）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．行使価格（Ｘ）：１円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．予想残存期間（ｔ）：４年３ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．ボラティリティ（σ）：４年３ヶ月間（平成２２年７月１５日から平　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　成２６年１０月１４日まで）の各取引日における当社普通株式の普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取引の終値に基づき算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ヘ．無リスクの利子率（ｒ）：残存年数が予想残存期間に近似する国債の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　利子率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ト．配当利回り（λ）：直近事業年度の配当実績に基づき算出　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　チ．標準正規分布の累積分布関数（Ｎ（・））　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　平成２６年１０月１５日から平成５６年１０月１４日まで（以下、「行使可　┃ 
┃　　　　　　　　│　　能期間」という）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、監査　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の１年後応当日か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ら５年間（以下、「権利行使可能期間」という）が経過するまでの間に限　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　り、新株予約権を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②新株予約権に関して第三者に対する譲渡、質入れその他の処分は、当社取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会の承認がある場合を除き、これを認めない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　合、以下の全ての条件を充足すれば、相続人において新株予約権を行使す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．本新株予約権を単独の相続人が相続すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．本新株予約権を単独の相続人が行使すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．相続の開始日から１年以内に本新株予約権を行使すること。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなったこと等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　により権利を行使し得なくなった場合または権利を放棄した場合、取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合）、取締役会が別途定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　る日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　認の議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いての定めを設ける定款の変更承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２６年１０月１５日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２６年１０月２２日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│芙蓉総合リース株式会社第８回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２８６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２７３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 



┃　　　　　　　　│　　２５９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２５３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　１月３１日変更　　令和　２年　２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２３９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　２月２９日変更　　令和　２年　３月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２３３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年１１月３０日変更　　令和　２年１２月　８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２２０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２１４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年１２月３１日変更　　令和　４年　１月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２０８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　２月２８日変更　　令和　４年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２０２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　３月３１日変更　　令和　４年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１８９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１８３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　９月３０日変更　　令和　４年１０月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１７０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　３月３１日変更　　令和　５年　４月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１２８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１２２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　２月２９日変更　　令和　６年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１１６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　３月３１日変更　　令和　６年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１０３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　４月３０日変更　　令和　６年　５月　８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　８９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　７５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月３０日変更　　令和　７年　５月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　６３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年１０月３１日変更　　令和　７年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万８６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万７３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万５９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　１年　５月３１日変更　　令和　１年　６月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万５３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　１月３１日変更　　令和　２年　２月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万３９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 



┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年　２月２９日変更　　令和　２年　３月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万３３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　２年１１月３０日変更　　令和　２年１２月　８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万１４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年１２月３１日変更　　令和　４年　１月１１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　２月２８日変更　　令和　４年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　３月３１日変更　　令和　４年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万８９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万８３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 



┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　９月３０日変更　　令和　４年１０月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万７０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　３月３１日変更　　令和　５年　４月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万２８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万２２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　２月２９日変更　　令和　６年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万１６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　３月３１日変更　　令和　６年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　４月３０日変更　　令和　６年　５月　８日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　８９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万６７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月　１日変更　　令和　７年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月３０日変更　　令和　７年　５月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万８９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年１０月３１日変更　　令和　７年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の払込金額は、次の①の算式（ブラック・ショールズ・モデル）┃ 
┃　　　　　　　　│　　により、次の②の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①算式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ＝ＳｅＮ（）－ｅＸＮ（）　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式中のおよびは次のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　１ｎ─＋ｒ－λ＋─ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｘ　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　──────────────　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　－σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②上記算式の記号の趣旨等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．１株当たりのオプション価格（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．株価（Ｓ）：平成２７年１０月１４日の東京証券取引所における当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は翌取引日の基準値段）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．行使価格（Ｘ）：１円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．予想残存期間（ｔ）：４年３ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．ボラティリティ（σ）：４年３ヶ月間（平成２３年７月１５日から平　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　成２７年１０月１４日まで）の各取引日における当社普通株式の普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取引の終値に基づき算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ヘ．無リスクの利子率（ｒ）：残存年数が予想残存期間に近似する国債の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　利子率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ト．配当利回り（λ）：直近事業年度の配当実績に基づき算出　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　チ．標準正規分布の累積分布関数（Ｎ（・））　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　平成２７年１０月１５日から平成５７年１０月１４日まで（以下、「行使可　┃ 
┃　　　　　　　　│　　能期間」という）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、監査　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の１年後応当日か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ら５年間（以下、「権利行使可能期間」という）が経過するまでの間に限　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　り、新株予約権を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②新株予約権に関して第三者に対する譲渡、質入れその他の処分は、当社取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会の承認がある場合を除き、これを認めない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　合、以下の全ての条件を充足すれば、相続人において新株予約権を行使す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．本新株予約権を単独の相続人が相続すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．本新株予約権を単独の相続人が行使すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．相続の開始日から１年以内に本新株予約権を行使すること。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなったこと等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　により権利を行使し得なくなった場合または権利を放棄した場合、取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合）、取締役会が別途定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　る日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　認の議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いての定めを設ける定款の変更承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２７年１０月１５日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２７年１０月２６日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│芙蓉総合リース株式会社第９回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３４７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　３３３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３１９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　３０６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　１月３１日変更　　令和　４年　２月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２９４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　３月３１日変更　　令和　４年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２７９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２６６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　１月３１日変更　　令和　５年　２月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２２７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　３月３１日変更　　令和　５年　４月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２２１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　４月３０日変更　　令和　５年　５月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１７３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１６７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　２月２９日変更　　令和　６年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１６１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　３月３１日変更　　令和　６年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１５５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　７月３１日変更　　令和　６年　８月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１４１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１３５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年１０月３１日変更　　令和　６年１１月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１２２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　３月３１日変更　　令和　７年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１０８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月３０日変更　　令和　７年　５月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１０２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　５月３１日変更　　令和　７年　６月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　９６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年１０月３１日変更　　令和　７年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万４７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万３３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　平成３０年　５月３１日変更　　平成３０年　６月１２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万１９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　３月３１日変更　　令和　３年　４月　９日登記┃ 



┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　１月３１日変更　　令和　４年　２月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万９４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　３月３１日変更　　令和　４年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万７９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万６６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　１月３１日変更　　令和　５年　２月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　３月３１日変更　　令和　５年　４月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　４月３０日変更　　令和　５年　５月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万７３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万６７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 



┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　２月２９日変更　　令和　６年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万６１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　３月３１日変更　　令和　６年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万５５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　７月３１日変更　　令和　６年　８月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万４１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万３５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年１０月３１日変更　　令和　６年１１月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万２２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　３月３１日変更　　令和　７年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万６６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月　１日変更　　令和　７年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万２４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月３０日変更　　令和　７年　５月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　３万６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 



┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　５月３１日変更　　令和　７年　６月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万８８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年１０月３１日変更　　令和　７年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の払込金額は、次の①の算式（ブラック・ショールズ・モデル）┃ 
┃　　　　　　　　│　　により、次の②の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①算式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ＝ＳｅＮ（）－ｅＸＮ（）　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式中のおよびは次のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　１ｎ─＋ｒ－λ＋─ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｘ　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　──────────────　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　－σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②上記算式の記号の趣旨等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．１株当たりのオプション価格（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．株価（Ｓ）：平成２８年１０月１３日の東京証券取引所における当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は翌取引日の基準値段）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．行使価格（Ｘ）：１円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．予想残存期間（ｔ）：４年３ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．ボラティリティ（σ）：４年３ヶ月間（平成２４年７月１４日から平　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　成２８年１０月１３日まで）の各取引日における当社普通株式の普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取引の終値に基づき算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ヘ．無リスクの利子率（ｒ）：残存年数が予想残存期間に近似する国債の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　利子率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ト．配当利回り（λ）：直近事業年度の配当実績に基づき算出　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　チ．標準正規分布の累積分布関数（Ｎ（・））　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　平成２８年１０月１４日から平成５８年１０月１３日まで（以下、「行使可　┃ 
┃　　　　　　　　│　　能期間」という）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、監査　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の１年後応当日か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ら５年間（以下、「権利行使可能期間」という）が経過するまでの間に限　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　り、新株予約権を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②新株予約権に関して第三者に対する譲渡、質入れその他の処分は、当社取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会の承認がある場合を除き、これを認めない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　合、以下の全ての条件を充足すれば、相続人において新株予約権を行使す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．本新株予約権を単独の相続人が相続すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．本新株予約権を単独の相続人が行使すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．相続の開始日から１年以内に本新株予約権を行使すること。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなったこと等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　により権利を行使し得なくなった場合または権利を放棄した場合、取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合）、取締役会が別途定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　る日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　認の議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　いての定めを設ける定款の変更承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２８年１０月１４日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２８年１０月２５日登記┃ 
┃　　　　　　　　├───────────────────────┴─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│芙蓉総合リース株式会社第１０回新株予約権　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２２２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　２１３個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　１月３１日変更　　令和　３年　２月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２０４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　２月２８日変更　　令和　４年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　２００個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　３月３１日変更　　令和　４年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１９０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１８１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　３月３１日変更　　令和　５年　４月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１７７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　４月３０日変更　　令和　５年　５月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１４５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１３６個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　７月３１日変更　　令和　５年　８月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１３２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年１１月３０日変更　　令和　５年１２月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１２８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年１２月３１日変更　　令和　６年　１月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１１９個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　１月３１日変更　　令和　６年　２月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１１５個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　２月２９日変更　　令和　６年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１１１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　３月３１日変更　　令和　６年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１１０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　７月３１日変更　　令和　６年　８月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　１０１個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　９２個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年１０月３１日変更　　令和　６年１１月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　８８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年１１月３０日変更　　令和　６年１２月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　８７個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　２月２８日変更　　令和　７年　３月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　７８個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月３０日変更　　令和　７年　５月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　７４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　５月３１日変更　　令和　７年　６月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　６４個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　８月３１日変更　　令和　７年　９月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　６０個　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年１０月３１日変更　　令和　７年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の目的たる株式の種類及び数又はその算定方法　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万１３００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　３年　１月３１日変更　　令和　３年　２月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　２月２８日変更　　令和　４年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　３月３１日変更　　令和　４年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万９０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　４年　５月３１日変更　　令和　４年　６月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万８１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　３月３１日変更　　令和　５年　４月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万７７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　４月３０日変更　　令和　５年　５月　９日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万４５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　５月３１日変更　　令和　５年　６月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万３６００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年　７月３１日変更　　令和　５年　８月　３日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万３２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 



┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年１１月３０日変更　　令和　５年１２月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万２８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　５年１２月３１日変更　　令和　６年　１月１０日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万１９００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　１月３１日変更　　令和　６年　２月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万１５００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　２月２９日変更　　令和　６年　３月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万１１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　３月３１日変更　　令和　６年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万１０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　７月３１日変更　　令和　６年　８月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年　９月３０日変更　　令和　６年１０月　７日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　９２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年１０月３１日変更　　令和　６年１１月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　８８００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　６年１１月３０日変更　　令和　６年１２月　５日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　８７００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、「付　┃ 
┃　　　　　　　　│　　与株式数」という）は、新株予約権１個につき１００株とする。）　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　２月２８日変更　　令和　７年　３月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万６１００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月　１日変更　　令和　７年　４月　１日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万３４００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　４月３０日変更　　令和　７年　５月　２日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　２万２２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　５月３１日変更　　令和　７年　６月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万９２００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年　８月３１日変更　　令和　７年　９月　４日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　　当社普通株式　１万８０００株（新株予約権の目的である株式の数（以下、　┃ 
┃　　　　　　　　│　　「付与株式数」という）は、新株予約権１個につき３００株とする。）　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　ただし、割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結　┃ 
┃　　　　　　　　│　　果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てる。　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　また、上記のほか、割当日後、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない　┃ 
┃　　　　　　　　│　　事由が生じたときは、合理的な範囲内で当社は必要と認める付与株式数の調　┃ 
┃　　　　　　　　│　　整を行うことができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　令和　７年１０月３１日変更　　令和　７年１１月　６日登記┃ 
┃　　　　　　　　│　募集新株予約権の払込金額若しくはその算定方法又は払込を要しないとする旨　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の払込金額は、次の①の算式（ブラックショールズモデル）に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　より、次の②の基礎数値に基づき算出した１株当たりのオプション価格に新　┃ 
┃　　　　　　　　│　　株予約権の目的である株式の数を乗じた金額（１円未満の端数は切り上げ）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①算式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　Ｃ＝ＳｅＮ（）－ｅＸＮ（）　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　上記算式中のおよびは次のとおり　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｓ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　１ｎ─＋ｒ－λ＋─ｔ　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　Ｘ　　　　　２　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　──────────────　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 



┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　＝　－σ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②上記算式の記号の趣旨等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．１株当たりのオプション価格（Ｃ）　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．株価（Ｓ）：平成２９年１０月１３日の東京証券取引所における当社　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　普通株式の普通取引の終値（終値がない場合は翌取引日の基準値段）　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．行使価格（Ｘ）：１円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．予想残存期間（ｔ）：４年３ヶ月　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．ボラティリティ（σ）：４年３ヶ月間（平成２５年７月１４日から平　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　成２９年１０月１３日まで）の各取引日における当社普通株式の普通　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　取引の終値に基づき算出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ヘ．無リスクの利子率（ｒ）：残存年数が予想残存期間に近似する国債の　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　利子率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ト．配当利回り（λ）：直近事業年度の配当実績に基づき算出　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　チ．標準正規分布の累積分布関数（Ｎ（・））　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　行使することにより交付を受けることができる株式１株当たりの行使価額を　┃ 
┃　　　　　　　　│　　１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権を行使することができる期間　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　平成２９年１０月１６日から平成５９年１０月１５日まで（以下、「行使可　┃ 
┃　　　　　　　　│　　能期間」という）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　新株予約権の行使の条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役、監査　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日の１年後応当日か　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ら５年間（以下、「権利行使可能期間」という）が経過するまでの間に限　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　り、新株予約権を行使することができる。　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②新株予約権に関して第三者に対する譲渡、質入れその他の処分は、当社取　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　締役会の承認がある場合を除き、これを認めない。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　③当社の取締役、監査役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　日から権利行使可能期間が満了するまでの間に新株予約権者が死亡した場　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　合、以下の全ての条件を充足すれば、相続人において新株予約権を行使す　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ることができる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．本新株予約権を単独の相続人が相続すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．本新株予約権を単独の相続人が行使すること。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．相続の開始日から１年以内に本新株予約権を行使すること。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　①当社は、新株予約権者が上記の権利行使の条件に該当しなくなったこと等　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　により権利を行使し得なくなった場合または権利を放棄した場合、取締役　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　②当社は、以下の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　が不要な場合は当社取締役会決議がなされた場合）、取締役会が別途定め　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　る日に新株予約権を無償で取得することができる。　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　イ．当社が消滅会社となる合併契約承認の議案　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ロ．当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ハ．当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ニ．当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得に　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ついて当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　認の議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　ホ．新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　の株式の取得について当社の承認を要すること、または当該種類の株　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することに　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　ついての定めを設ける定款の変更承認の議案　　　　　　　　　　　　┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┌─────────────┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年１０月１６日発行┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　├－－－－－－－－－－－－－┨ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│平成２９年１０月２７日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃取締役会設置会社│　取締役会設置会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃に関する事項　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年法律第８７号第１┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６条の規定により平成１８┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　５月　１日登記　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃監査役設置会社に│　監査役設置会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃関する事項　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１７年法律第８７号第１┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３６条の規定により平成１８┃ 
┃　　　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　５月　１日登記　　　　┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃監査役会設置会社│　監査役会設置会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃に関する事項　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年　７月１１日登記┃ 
┠────────┼─────────────────────────────────────┨ 
┃会計監査人設置会│　会計監査人設置会社　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃社に関する事項　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１８年　７月１１日登記┃ 
┣━━━━━━━━┿━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┫ 
┃登記記録に関する│　平成元年法務省令第１５号附則第３項の規定により　　　　　　　　　　　　　┃ 
┃事項　　　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１１年　５月２０日移記┃ 
┗━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 



　＊下線のあるものは抹消事項であることを示す。


